
吹田市特定給食施設等指導要領  

 

１ 趣旨 

この要領は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号。以下「法」という。）

及び健康増進法施行規則（平成１５年厚生労働省令第８６号。以下「規則」とい

う。）に基づき、特定給食施設が適切な栄養管理を行い、給食利用者の健康増進

の維持向上を図ることができるよう、吹田市において事務を行うに当たり必要

な事項を定める。また、「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等

について」（令和２年３月３１日付健健発０３３１第２号）に基づき、特定給食

施設以外の給食施設（以下「その他の給食施設」という。）に対する指導及び支

援に関し必要な事項を定めるものである。  

 

２ 対象施設 

「特定給食施設」とは、法第２０条第１項及び規則第５条に規定するものをい

う。 

 「その他の給食施設」とは、特定かつ多数の者に対して、継続的（週４日以上、

概ね１か月以上）に１回５０食以上又は１日１００食以上の食事を供給する施

設とする。 

このほか吹田市長が栄養管理の実施に関する指導及び支援が必要と認める施

設についても対象とする。 

 

３ 特定給食施設等の届出 

⑴ 法第２０条第１項に規定する届出は、特定給食施設等開始届（様式第１号）

によるものとし、事業の開始の日から１か月以内に、吹田市健康まちづくり室

において受理する。 

⑵ 法第２０条第２項に規定する届出について、届出事項の変更については特

定給食施設等変更届（様式第２号）、当該事業を休止又は廃止したとき（食数

減少により対象外となった場合も含む。）は特定給食施設等廃止（休止）届（様

式第３号）によるものとし、変更等の日から１か月以内に、吹田市健康まちづ

くり室において受理する。 

⑶ その他の給食施設の届出については特定給食施設に準ずるものとする。  

 

４ 管理栄養士配置施設の指定通知  

  法第２１条第１項の規定に当てはまる施設には、指定通知書（様式第４号）に

より、指定番号とともに管理栄養士を置かなければならない施設であることを

通知するものとする。 

 

５ 管理栄養士配置施設の指定解除通知  

 ４の規定により通知を受けた施設が、管理栄養士を置かなければならない施

設として該当しなくなった場合は、指定解除通知書（様式第５号）によりその旨

を通知するものとする。 



６ 特定給食施設における栄養士・管理栄養士配置  

 法第２１条第２項に規定する給食施設には栄養士又は管理栄養士を置くよう

に努めなければならない。 

 

７ 特定給食施設等における栄養管理基準の運用  

 法第２１条第３項及び規則第９条に基づく特定給食施設等における栄養管理

基準の運用の詳細は、別に定める「給食施設における栄養管理指針」のほか、以

下のとおりとする。 

⑴ 「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について」（令和２

年３月３１日付健健発０３３１第２号）に示されるとおり、特定給食施設が行

う栄養管理について次に掲げる各号に定める事項に留意すること。  

ア 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価につい  

    て 

利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況（可能な限り、給食以外

の食事の状況も把握するよう努めること）、生活状況等を定期的に把握し、

その情報に基づき給与栄養量の目標を設定し、食事の提供に関する計画を作

成すること。なお、利用者間で必要な栄養量に差が大きい場合には、複数献

立の提供や量の調整を行う等、各利用者に対して適切な選択肢が提供できる

よう、工夫すること。複数献立とする場合には、各献立に対して給与栄養量

の目標を設定すること。またその計画に基づき、食材料の調達、調理及び提

供を行うこと。提供した食事の摂取状況は定期的に把握するとともに、身体

状況の変化を把握するなどし、これらの総合的な評価を行い、その結果に基

づき、食事計画の改善を図ること。なお、提供エネルギー量の評価には、個々

人の体重、体格の変化並びに肥満及びやせに該当する者の割合の変化を参考

にすること。ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価できる指標が

他にある場合はこの限りではない。 

イ 提供する食事（給食）の献立について  

給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取量に占める給食の

割合、嗜好等に配慮するとともに、料理の組合せや食品の組合せにも配慮し

て作成するよう努めること。また複数献立や選択食（カフェテリア方式）の

ように、利用者の自主性により料理の選択が行われる場合には、モデル的な

料理の組合せを提示するよう努めること。  

ウ 栄養に関する情報の提供について  

利用者に対し献立表の掲示や熱量、たんぱく質、脂質、食塩等の主要栄養

成分の表示を行うなど、健康や栄養に関する情報の提供を行うこと。また、

給食を通じ、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的な生活を送るた

めに必要な知識を習得できるよう、各種の媒体を活用するなどにより知識の

普及に努めること。 

 

 

 



エ 書類の整備について 

献立表など食事計画に関する書類とともに、利用者の身体状況など栄養

管理の評価に必要な情報について適正に管理すること。委託契約を交わして

いる場合は、委託契約の内容が確認できるよう委託契約書等を備えること。 

オ 衛生管理について 

給食の運営は、衛生的かつ安全に行われること。具体的には、食品衛生法

（昭和２２年法津第２３３号）、「大規模食中毒対策等について」（平成９年

３月２４日付け衛食第８５号生活衛生局長通知）の別添「大量調理施設衛生

管理マニュアル」その他関係法令等の定めるところによること。  

カ 災害等の備えについて 

災害等発生時であっても栄養管理基準に沿った適切な栄養管理を行うた

め、平時から災害等発生時に備え、食料の備蓄や対応方法の整理など、体制

の整備に努めること。 

 ⑵ その他の給食施設の栄養管理については特定給食施設に準ずるものとする。 

 

８ 指導及び助言 

 法第１８条第１項第２号及び法第２２条に基づき、特定給食施設が適切な栄  

養管理を行い、給食利用者の健康増進の維持向上を図ることができるよう、法  

第１９条に規定する栄養指導員は、特定給食施設の設置者に対し必要な指導及  

び助言をすることができる。その他の給食施設についても特定給食施設に準ず  

る指導及び助言をすることができる。  

 

９ 給食施設の報告 

８に規定する指導及び助言を行うため、特定給食施設の設置者若しくは管理

者に対し、栄養管理報告書の提出を求めることができる。またその他の給食施設

にも、特定給食施設に準じ、栄養管理報告書の提出を求めることができる。  

 

１０ 勧告及び命令 

  吹田市長は、法第２３条第１項に基づく勧告及び法第２３条第２項に基づく

命令は、施設の設置者に対し文書で行うものとする。  

 

１１ 立入検査等 

⑴  法第２４条第１項に基づき、法第２１条第１項又は第３項の規定による栄  

養管理の実施を確保するため必要があると判断した時は、特定給食施設の設  

置者若しくは管理者に、その業務に関し報告させ、又は栄養指導員に当該施 

設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるも 

のとする。 

⑵  立入検査を行った場合は、速やかに当該施設の設置者若しくは管理者に対  

し、立入検査の結果を通知し、改善指示事項について改善計画書を求めるも  

のとする。 

 



 

   附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。  

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  



 

様式第１号 

特定給食施設等開始届 

   

年  月  日

吹田市長宛 

 

               設置者 〔法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名〕 

   
住  所 
 

                      氏  名 
                   

                      電話番号 

 

 

健康増進法第２０条第１項又は吹田市特定給食施設等指導要領３の⑴の規定により、次のとおり

特定給食施設等に係る事業の開始を届け出ます。 

 

 

 

給食施設の名称 

ふりがな 

 

給食施設の所在地 

〒                                                              

 

電話（     ）      － 

給食施設の種類 

□学校    □病院    □介護老人保健施設   □介護医療院 

□老人福祉施設    □児童福祉施設    □社会福祉施設 

□事業所  □寄宿舎  □矯正施設    □一般給食センター 

□その他（                      ） 

給食の開始日 

又は開始予定日 
           年   月   日 

１日の予定給食数及び 

各食ごとの予定給食数 

朝食 昼食 夕食 その他 合計 

食 食 食 食 食 

管理栄養士等の員数 

管理栄養士 人 

栄養士 人 



 

様式第２号 

特定給食施設等変更届 

   

年  月  日 

吹田市長宛 

 

               設置者 〔法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名〕 

   
住  所 
 

                      氏  名 
                   

                      電話番号 

 

 

                    

特定給食施設等の事業開始に係る届出事項に変更を生じましたので、健康増進法第２０条第２項又は

吹田市特定給食施設等指導要領３の⑵の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

給食施設の名称 

ふりがな 

 

給食施設の所在地 

〒                                                              

 

電話（     ）      － 

変更日            年   月   日 

変更事項 

□設置者の住所     □設置者の氏名   □給食施設の名称 

□給食施設の所在地   □給食施設の種類  □給食数    

□管理栄養士等の員数  □栄養士の員数 

変更内容 

変更前  

変更後  

 

 



 

様式第３号 

 

特定給食施設等廃止（休止）届 

   

年  月  日 

吹田市長宛 

 

             設置者 〔法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名〕 

   
住  所 
 

                      氏  名 
                   

                      電話番号 

 

                    

 

特定給食施設等を〔 □廃止 □休止 〕しましたので、健康増進法第２０条第２項又は吹田市特定給

食施設等指導要領３の⑵の規定により次のとおり届け出ます。 

 

給食施設の名称 

ふりがな 

 

給食施設の所在地 

〒                                                              

 

電話（     ）      － 

給食の開始日            年   月   日 

給食の廃止日            年   月   日 

給食の休止期間     年  月  日から    年  月  日まで 

廃止（休止）の理由     

 

 

 

 



 

様式第４号 

 

 

管理栄養士必置指定通知書 

 

 

 

 

施 設 名 

 

 

所 在 地 

 

 

施設の種類 

 

 

 

設 置 者 名 

 

 

設置者住所 

 

 

 

  

 上記については、健康増進法第２１条第１項の規定により、管理栄養士を置かなければなら

ない特定給食施設として指定します。 

 

 

     年   月   日 

（    年） 

 

 

吹田市長             印 

 

指定番号           号 



 

様式第５号 

 

 

管理栄養士必置指定解除通知書 

 

 

 

 

施 設 名 

 

 

所 在 地 

 

 

施設の種類 

 

 

 

設 置 者 名 

 

 

設置者住所 

 

 

 

  

 上記については、健康増進法第２１条第１項の規定により、管理栄養士を置かなければなら

ない特定給食施設として指定番号     号により指定しましたが、指定を解除します。 

 

 

     年   月   日 

（    年） 

 

 

吹田市長             印 

 


